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「後期高齢者医療制度の廃止」を公約に掲げて政権についた民主党ですが、直後に、国保の広域

化と統合した新医療制度を創設すると主張しはじめ、その後、何の具体化もできないまま現在に至

っています。結局、後期高齢者医療制度は現在もなお存続したままで、逆に岡山県後期高齢者医療

広域連合（以下、県広域連合）は、今年 4 月には、大幅な保険料の引き上げを行いました。それば

かりか保険料滞納者の資産を差し押さえるという高齢者の命と生活を脅かしかねない事態まで引き

起こしています。   

 

１．保険料の引き上げ 
岡山県後期高齢者医療制度の保険料は、今年

（2012 年）４月から平均 1,233 円（2.1％）

引き上げられました。県広域連合によると、今

回の引き上げは「①政令によって決められる『負

担率』が 10.26%から 10.55%に引き上げら

れたこと、②一人あたりの医療費が伸びたこと」

が主な要因だと説明しています。剰余金や安定

化基金を活用して他県よりも抑制したといいま

すが、平均の保険料は年60,339円となり、月々

の保険料は 5,000円の大台に乗りました。確か

に引き上げ額や率は全国平均を下回っています

が、今回は保険料の引き上げを抑えるため、「一

人あたりの医療費の伸びの予想を低く見積もっ

た（県広域連合）」ため、仮に予想を上回って医

療費が伸びた場合、次回には大幅な保険料の引

き上げになります。 

県広域連合は独自の財源を持たないため、国

や県からの特別の補助がなければ、直接保険料

の引き上げに跳ね返らざるを得ない仕組みにな

っている制度上の問題点があらためてクローズ

アップされました。県に対して補助金を求めて

いく運動が重要になっています。（加えていうと、

現在すすめられようとしている国民健康保険の

広域化で、仮に保険者が「都道府県」でなく、

「広域連合」方式をとると後期高齢者医療制度

と同様の事態になることは目に見えています。

というのも、現在、国保の保険者である各市町

村は一般会計から国保会計に多額の補助金を繰

り入れ〔例えば岡山市の場合、今年度 23億円、

倉敷市の場合 4億 6千万円を繰り入れ〕て、保

険料を押さえていますが、「広域連合」方式をと

るとどこからも財政の支援が受けられず、すべ

て保険料に跳ね返ることになります。国保の広

域化はこの面からも許されるものではありませ

ん。） 

 

２．差し押さえ 
 保険料の引き上げと同時に、岡山県内では保

険料滞納者52人に対して1500万円もの差し

押さえが行われている実態が明らかになりまし

た（別表）。 

 後期高齢者医療の保険料の徴収業務は市町村

が行っており、滞納処分等は地方税法を準用す

ることにしています（高確法 112,113条）。そ

れによると、滞納者が督促状が届いてから 10

日経過しても完納しない場合、財産を差し押さ

えなければならないと定められています（地方

税法 331条）。 

 後期高齢者医療の保険料は、原則、年金から

天引きされますが（特別徴収）、年金額が年 18

万円（月額 1万 5千円）を下回る場合は「普通

徴収」といって自らが納付することになってい

ます。ですから、滞納は普通徴収の場合に生じ
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るわけです。低年金者（所得者）には軽減措置

があるというものの、こんなに低い年金しか受

け取っていない人が滞納すると容赦なく「差し

押さえる」のですから、後期高齢者医療制度は

ひどい内容をもった制度だといわなければなり

ません。なお県広域連合にこの問題をただすと、

「年金は少なくても資産を持っている人や現金

収入のある人を対象にしている。」と説明します。

保険料を払わないのがいけない、と言わんばか

りの説明ですが、国保と同様、高すぎる保険料

に問題があるのですから、公費を投入して払え

る保険料にすることが先決です。岡山県はその

ために国に対して働きかけることが求められま

す。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 


